
相談窓口の適切な利用と周知徹底　～警察の相談ダイヤル＃９１１０～

安全・安心なまちづくりの日及び全国地域安全運動
～　みんなで築こう、安全で安心な大地　～

犯罪の発生状況　　　　　　　　　　　　　　（平成 27 年７月末現在）
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交通事故の発生状況（平成２７年７月末現在）
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（平成２７年７月末現在）

沼田警察署あんぜん広場 NumataPolice ☎ 35-3110

　警察では、身の回りにおける出来事で、生活の安全等に関する幅広い相談に応じています。また、警察業
務についての要望・意見、苦情も受けております。
○緊急の事件・事故以外の相談については、短縮ダイヤル「＃９１１０」（警察相談専用　ダイヤル）をご
　利用下さい。※ダイヤル回線電話、ＩＰ電話等「＃９１１０」でつながらない場合は下記の番号にかけて
　下さい。
・旭川方面本部～０１６６－３４－９１１０　（北海道警察本部～０１１－２４１－９１１０）
　（ご相談の内容によっては、他の専門機関を紹介する場合もあります。）
・北海道警察本部の相談センターは、専門相談員が２４時間対応します。
　旭川方面本部の相談センターは、平日の午前８時４５分から午後５時３０分の間は専門相談員が対応し、
　それ以外の時間は当直員が対応します。

○１０月１１日から２０日までの１０日間、「平成２７年全国地域安全運動」を実施します。
○運動重点は、
　　・　子供と女性の犯罪被害防止
　　・　特殊詐欺の被害防止
　　・　タイヤ盗難の被害防止　です。
○子供を犯罪被害から守るため、「いかのおすし」の防犯標語を使った繰り返しの防犯指導や、登下校時の
　見守り活動を行いましょう。
    ・『いか』･･･ 知らない人について『いか』ない
　・『の』 ･･･ 知らない人の車に『の』らない
　・『お』 ･･･『お』おごえでさけぶ
　・『す』 ･･･『す』ぐ逃げる
　・『し』 ･･･ おうちの人に『し』らせる
○女性が犯罪被害に遭わないために、夜間に人通りの少ない道を歩くのは避けるとともに、イヤホンで音楽
　を聴いたりスマートフォンを操作しながら歩かないようにしましょう。
○息子を名乗って「病院に来ている」「会社の通帳を入れたかばんが盗まれた」などと言い、お金を要求し
　てきたら詐欺です。
○「ＡＴＭで医療費を還付する」「携帯電話を持ってスーパーのＡＴＭへ」「銀行の担当者がＡＴＭで待って
　いる」などと言われたら詐欺です。
○特殊詐欺の被害防止のため、お金の要求や儲け話は安易に信じることなく、怪しいと感じたらすぐに警察
　相談電話＃ 9110 に相談しましょう。
○タイヤ盗難の被害防止のため、タイヤ同士を鎖などで連結するとともに、鍵のかかる場所に保管しましょ
う。
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